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世 田 谷 区  

令和６年４月更新 

ひとり親世帯家賃低廉化補助事業における 

所得の計算方法 

１．所得の計算方法 
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（１）年間所得金額の計算  

申込者および同居するお子さんひとりずつの年間所得を計算してください。 

個々の所得を計算したら、全員分の所得を合計し、世帯の年間所得を算出してください。 

  ≪所得の計算方法≫ 

 ・給与所得の方・・・３～４ページ    ・事業等所得の方・・・５ページ 

  【注意】２種類以上の収入がある場合 

ひとりで２種類以上の収入を得ているとき（給与と事業所得など）は、それぞれの所得金額を 

計算してから合計します。 

＋ 

（２）控除金額の計算  

適用される控除の金額を合計してください。 

  適用される控除の内容・金額は、６ページ「４．各種控除」でご確認ください。 

控除の種類 控除額 

同居者・扶養親族控除 ３８万円×(   )人      円 

老人扶養親族控除 １０万円×(   )人      円 

特定扶養親族控除 ２５万円×(   )人      円 

障害者控除 
障 害 者 ２７万円×(   )人 

特別障害者 ４０万円×(   )人 
     円 

寡婦控除 
所得が２７万円以上の人は２７万円 

所得２７万円未満の人はその額 
     円 

ひとり親控除 
所得が３５万円以上の人は３５万円 

所得３５万円未満の人はその額 
円 

控除額の合計 （Ｂ） 円 

 

 

 

 

 

 

（３）月額所得の計算  

年間所得金額（Ａ）と控除額の合計（Ｂ）を≪計算式≫にあてはめ、月額所得（Ｃ）が 

２１万４千円以下（多子世帯の場合は２５万９千円以下）（※）であるかを確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

円 

― 

申込者本人の年間所得金額 同居する子の年間所得金額 

÷１２＝ 

年間所得金額（Ａ） 

年間所得金額（Ａ） 

≪計算式≫ 

円 ＝   

    

控除額の合計（Ｂ） 

  

月額所得（Ｃ） 

円 円 円 

円 

※ 家賃低廉化補助対象住宅入居者の所得上限額です。月額所得（C）が２１万４千円（多子世帯の場合は

２５万９千円）を超える場合は、家賃の減額は受けられません。 
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≪所得金額計算上の注意≫ 

●次の収入は所得に含みません。 

・遺族年金、障害年金 

・仕送り、失業給付金、労災保険の各種給付金、生活扶助料、支援給付金等の非課税所得 

・退職金等の一時的な所得 

●退職・廃業している場合 

所得審査を受ける時点で失業中の方は、所得金額は 0 円となります。 

●退職予定の方 

現在妊娠中で、所得審査を受ける月から翌々月の月末までに、出産のために退職することが確定

しており、かつ、退職後無職・無収入となり、そのことが所得審査のときに証明できる方は、所得

金額は０円となります。 

【参考】入居世帯の収入・所得金額の目安（給与所得の場合） 

 

同居する子の数 年間収入金額 年間所得金額 月額所得 

１人 約 4,800,000 円 約 3,298,000 円 214,000 円（※） 

２人 約 5,276,000 円 約 3,678,000 円 214,000 円（※） 

  ※｛年間所得金額―（同居者・扶養親族控除＋ひとり親控除）｝÷１２ 
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２．給与所得の方（会社員・店員・日雇い・パート、アルバイト、事業専従者等） 

・すでに辞めた仕事については、所得金額を０円としますので計算する必要はありません。 

・仕事を始めた日や休職期間の有無などにより、次の１～４からあてはまるケースを選び、所得金額を 

計算してください。 

 

１ 現在の勤務先に昨年の１月１日以前に就職し、昨年の１月から現在までの間に休職期間がない。     

  昨年分の源泉徴収票でお確かめください。 

●勤務先が１か所の場合 

   ア「給与所得控除後の金額」欄に記入されている額 

から１００，０００円を差し引いた額が、ひとり親 

世帯家賃低廉化補助事業の所得審査における所得金額 

となります。 

 

●勤務先が２か所以上ある場合 

   それぞれの勤務先の源泉徴収票のイ「支払金額」を 

合計してから、次ページ表２にあてはめて、所得金額 

に換算してください。 

  ◎ 源泉徴収票がない場合は、昨年１月から１２月までの収入額を次ページ表 1 で合計してから、 

表２にあてはめて、所得金額に換算してください。 

 

２ 現在の勤務先に昨年の１月２日以降に就職し、仕事を始めてから現在までの間に休職期間がない。 

所得審査を受ける月の前月からさかのぼって 12か月分の収入額を次ページ表１で合計してから、 

表２にあてはめて、所得金額に換算してください。 

現在の勤務先に就職してから 12 か月たっていない場合は、次ページ表 1④のとおり、実際に支払

いを受けた収入額の平均月額を 12 倍して 12 か月分の見込み額を計算してから表２にあてはめて、

所得金額に換算してください。 

 

３ 現在は復職しているが、昨年の１月から現在までの間に休職期間があった。         

所得審査を受ける月の前月からさかのぼって 12か月分の収入額を次ページ表１で合計してから、 

表２にあてはめて、所得金額に換算してください。 

休職期間を除くと実際に働いた期間が 12 か月に満たない場合は、次ページ表 1④のとおり、実際

に支払いを受けた収入額の平均月額を 12 倍して 12 か月分の見込み額を計算してから表２にあては

めて、所得金額に換算してください。 

 

４ 仕事をしているが、現在、休職中である。                           

休職する前の月からさかのぼって 12 か月分の収入額を次ページ表１で合計してから、表２にあて

はめて、所得金額に換算してください。 

２～４ 計算上の注意 

●収入額とは、勤務先からの総支払額です。ただし、交通費や定期代などの課税対象外の収入を除きます。 

●勤務先が２か所以上ある場合は、それぞれの収入額を計算し、合計してから、次ページ表２に 

あてはめて、所得金額に換算してください。 
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①働いた年月 ②給料（諸手当を含む） ③賞与 

年  月   

年  月   

年  月   

年  月   

年  月   

年  月   

年  月   

年  月   

年  月   

年  月   

年  月   

年  月   

合

計 

 か月

（Ａ） 

円 

 （Ｂ）    

円 

（Ｃ）   

 

      

 

 

 

 

12 か月分の収入額 
税法上の所得金額 所得審査上の 

所得金額 

551,000 円未満 0 円 0 円 

551,000 円以上 

1,619,000 円未満 
12 か月分の収入額－550,000 円 

税法上の所得金額 

－100,000 円 

1,619,000 円以上 

1,620,000 円未満 
1,069,000 円 969,000 円 

1,620,000 円以上 

1,622,000 円未満 
1,070,000 円 970,000 円 

1,622,000 円以上 

1,624,000 円未満 
1,072,000 円 972,000 円 

1,624,000 円以上 

1,628,000 円未満 
1,074,000 円 974,000 円 

1,628,000 円以上 

1,804,000 円未満 
●次のとおり、12 か月分の収入額を 

端数整理します。 

12 か月分の収入額 ÷４＝Ａ 

→Ａの 1,000 円未満を切り捨てた額＝Ｂ 

→Ｂを右の計算式にあてはめてください。 

Ｂ×2.4＋100,000 円 

税法上の所得金額 

－100,000 円 

1,804,000 円以上 

3,604,000 円未満 
Ｂ×2.8－ 80,000 円 

3,604,000 円以上 

6,600,000 円未満 
Ｂ×3.2－440,000 円 

6,600,000 円以上 

8,500,000 円未満 
12 か月分の収入額×0.9－1,100,000 円 

表１   

表２ 表１で計算した 12 か月分の収入額をあてはめて所得金額に換算してください。 

 

12 か月分の収入額（実績額または見込みの額）を計算してください。 

計算した収入額を、下の表２にあてはめて所得金額に換算してください。 

（B）給 料 計［       ］  

（A）働いた月数［        ］  

計算上の注意 

① 働いた年月 

月の途中から仕事を始めた場合や病気等により

１ヶ月以上収入のない月がある場合は、その月

を除いてください。 

② 給料（諸手当を含む） 

基本給のほか家族手当、住宅手当などの諸手当

を含んだ額を記入してください。 

ただし、交通費、定期代などの課税対象外の収

入は除いてください。 

※勤務先が２か所以上ある場合は、それぞれの

12 か月分の収入額の合計を表２にあてはめて

ください。 

③ 賞与 

④ 12 か月分の収入額の計算 

・支払われた給料が 12 か月分ないときは、平

均月額を 12 倍して 12 か月分の見込み額を

計算してください。 

・申込みの時点で、まだ１か月分の給料が支払

われていないときは、毎月必ず支払われる固定

的給与を 12 倍して、12 か月分の見込み額を

計算してください。 

（C）賞与計 

［       ］  
 × 12 ＋ ④  ＝ 12 か月分の収入額 
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３．事業等所得の方（自営業・外交員等） 

・事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、雑所得などの所得が計算の対象です。 

・すでに廃業した仕事については、所得金額を０円としますので計算する必要はありません。 

・仕事を始めた日と確定申告の有無により、次の１または２からあてはまるケースを選び、所得金額を 

計算してください。 

 

１ 現在の事業を開始した日が昨年の１月１日以前で、確定申告をしている。             

 昨年分の所得税の確定申告書の控えなどで所得金額をお確かめください。 

令和○年分の所得税の確定申告書Ｂ 

〈第一表〉所得金額                    

 

 

 

 

 

 

 

〈第二表〉○事業専従者に関する事項 

 

 

  申込者や同居親族に事業専従者がいる場合は、それぞれの専従者給与額を「２．給与所得の方」の 

計算式にあてはめて、「所得審査上の所得金額」に換算してください。 

 

２ 上記１以外の場合は、下の表にしたがって 12 か月分の所得金額を計算してください。       

 

① 営業した年月 ② 収 入 − 必要経費 ＝ 所得金額 

年  月 −      ＝      

年  月 −      ＝      

年  月 −      ＝      

年  月 −      ＝      

年  月 −      ＝      

年  月 −      ＝      

年  月 −      ＝      

年  月 −      ＝      

年  月 −      ＝      

年  月 −      ＝      

年  月 −      ＝      

年  月 −      ＝      

合

計 

 か月 

（Ａ） 
所得金額計 

 円 

（Ｂ） 

 

                            

 

⑫「合計」から、 

⑪「総合譲渡・一時」を差し引いた 

金額が所得金額です。 

計算上の注意 

① 営業した月数 

② 所得金額の計算 

・月別に、収入から必要経費を差し引い

て所得金額を計算してください。 

・確定申告をしていないが、現在の仕事

を始めたのが昨年の１月１日以前のと

きは、昨年の１月から 12 月までの合

計所得金額を計算してください。 

なお、資格審査のときには確定申告し

ていることが必要です。 

・現在の仕事を始めたのが昨年の１月２

日以降のときは、所得審査を受ける月

の前月からさかのぼって 12 か月分の

所得金額を計算してください。 

③ 12 か月分の所得金額の計算 

現在の仕事を始めたのが最近で営業し

た月数が 12 か月ないときは、所得金

額の平均月額を 12 倍して、12 か月

分の所得見込み額を計算してくださ

い。 

 

③ 
（A）営業した月数 ［         ］  

（B）所得金額計  ［        ］  

 × 12 ＝   12 か月分の所得金額 
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４．各種控除 

次の「控除を受けられる方」にあてはまる方がいるときは、所得金額から控除額を差し引くことができます。 

１ 合計所得金額から差し引くもの（申込者・同居親族・遠隔地扶養者）              
※ 遠隔地扶養者とは、入居する者の所得税法上の扶養親族で、同居しない方をいいます。例えば、離れて住んでいる親を

扶養している場合などです。会社や税務署に「扶養親族の申告」をしており、資格審査のときに課税証明書等で確認で

きることが必要です。 

控除の種類 
控  除 

金  額 
控除を受けられる方 備考 

１ 同居者・

扶養親族

控除 

１人につき 

３８万円 

次のいずれかにあてはまる人 

（１）同居親族 

（２）所得税法上の扶養親族のうち、同居親族以外の方 

※全ての世帯

に該当します

ので、必ず控

除してくださ

い。 

２ 老人扶養 

控  除 

1 人につき 

10 万円 

所得税法上の扶養親族で 70 歳以上の方  

 

３ 特定扶養 

控  除 

1 人につき 

25 万円 

所得税法上の扶養親族で 1６歳以上 23 歳未満の方  

 

４ 障 害 者 

控  除 

1 人につき 

27 万円 

１ 愛の手帳等の交付を受けている方で３度・４度の方 

２ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で２級・３級の方 

（障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。） 

３ 身体障害者手帳の交付を受けている方で３級～６級の方 

４ 戦傷病者手帳の交付を受けている方で第４項症～第２目症の方 

５ 65 歳以上の方で１・３と同じ程度であるものとして福祉事務所長の認定

を受けている方 

５の特別障害

者控除を受け

る方は、４の

障害者控除を

あわせて受け

ることはでき

ません。 

５ 特  別 

障 害 者 

控  除 

1 人につき 

40 万円 

１ 愛の手帳等の交付を受けている方で１度・２度の方 

２ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で１級の方（障害年金等の

受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。） 

３ 身体障害者手帳の交付を受けている方で１級・２級の方 

４ 戦傷病者手帳の交付を受けている方で特別項症～第３項症の方 

５ 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く方 

６ 原子爆弾被爆者で、厚生労働大臣の認定書の交付を受けている方 

７ 常に就床を要し、複雑な介護を要する方 

８ 65 歳以上の方で１・３と同じ程度であるものとして福祉事務所長の認定

を受けている方 

 

 

２ 控除を受けられる方に所得があるとき、その方の所得金額から差し引くもの（申込者・同居親族）          
 

控除の種類 
控  除 

金  額 
控除を受けられる方 備考 

６ 寡婦控除 27 万円 

（※所得が

27万円未満

の方は、その

所得金額） 

夫と離婚した後婚姻をしていない方で次の①および②の両方に当てはまる方 

 ①年間所得金額が 500 万円以下の方 

 ②扶養親族を有する方 

「７  ひとり

親控除」に該

当する方は、

「６  寡婦控

除」の適用は

ありません。 

夫と死別した後婚姻をしていない方、または夫の生死が明らかでない方で、 

年間所得金額が 500 万円以下の方（「扶養親族または生計を一にする子」の 

いない方もあてはまります） 

７ ひとり親

控除 

 

35 万円 

（※所得が

35万円未満

の方は、その

所得金額） 

現に婚姻をしていない方または配偶者の生死の明らかでない方で、次の①およ

び②の両方に当てはまる方 

①年間所得金額が 500 万円以下の方 

②生計を一にする子を有する方 

 

• 「婚姻をしていない」とは、法律上の配偶者がいない場合のほか、内縁関係の方や婚約者がいない場合をいいます。 

• 「生計を一にする子」は、他の方の控除対象配偶者または扶養親族でないこと、および年間所得金額が 

48 万円以下であることが必要です。 


